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新
入
者
安
全
衛
生
教
育
を
実
施
し
よ
う
！ 

～
未
熟
練
労
働
者
の
災
害
が
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
～ 

 

  

 

松
阪
労
働
基
準
監
督
署
の
管

内
事
業
場
を
対
象
に
、
松
阪
労

働
基
準
協
会
に
よ
り
、
４
月
11

日
、
12
日
、
14
日
、
19
日
の
４

日
間
、「
新
入
者
安
全
衛
生
教
育

講
習
会
」
が
開
催
さ
れ
、
計
133
人

の
新
入
者
が
参
加
し
ま
し
た
。 

 

講
習
会
で
は
、
６
時
間
に
わ

た
っ
て
、
職
場
の
安
全
衛
生
管

理
、
安
全
な
仕
事
の
進
め
方
、
あ

ん
ぜ
ん
健
康
管
理
等
の
科
目
に

つ
い
て
講
義
が
あ
り
、
参
加
者

は
新
入
者
と
し
て
必
要
な
知
識

を
身
に
つ
け
て
い
ま
し
た
。 

 

令
和
４
年
の
松
阪
署
管
内
に

お
け
る
休
業
４
日
以
上
の
死
傷

者
数
は
273
人
で
し
た
が
、
こ
の

う
ち
経
験
期
間
３
年
未
満
の
未

熟
練
労
働
者
が
89
人
（
32.6
％
）

と
多
数
を
占
め
て
い
ま
す 

 

 
20
代
な
ど
の
若
者
だ
け
で
は

な
く
、
各
年
齢
で
仕
事
や
職
場

に
不
慣
れ
な
う
ち
に
被
災
す
る

こ
と
が
多
く
、
年
齢
に
限
ら
ず

新
規
採
用
者
等
に
対
す
る
安
全

衛
生
教
育
が
重
要
で
す
。 

 

未
熟
練
労
働
者
に
は 

 

安
全
衛
生
教
育
が
特
に 

 
 

 
 

 

重
要
で
す
！ 

 

労
働
災
害
は
、
一
般
に
「
不
安
全
な
状
態
」

（
物
的
要
因
）
と
「
不
安
全
な
行
動
」（
人
的

要
因
）
が
接
触
し
た
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。 

 

労
働
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
特
に

未
熟
練
労
働
者
の
場
合
、
労
働
者
自
身
に
「
不

安
全
な
行
動
」
を
と
ら
せ
な
い
よ
う
、
そ
の
た

め
の
安
全
教
育
が
重
要
に
な
り
ま
す
。 

 

▶「見た人（はたらくひと）が今日もケガなく安全に働いて帰ろうと思えるイラスト」（共催：松阪労働基準協会、

建設業労働災害防止協会三重県支部松阪分会、林業・木材製造業労働災害防止協会三重県支部松阪分会）を、松阪・

多気の未就学児から、令和３年７月１日から９月１０日まで募集し、多数のご応募をいただきました。 

 松阪安衛月報では、令和４年１月号から順次、応募作品の一部を紹介しています。 

   

 

 
 

 
 

①
職
場
に
は
様
々
な
危
険
が
あ
る 

 
 

 
 

 

こ
と
を
理
解
す
る
こ
と 

 
 

 
 

②
「
か
も
し
れ
な
い
」
で
危
険
の
意 

 

 
 

 
 

 

識
を
も
つ
こ
と 

 
 

 
 

③
災
害
防
止
の
基
本
を
身
に
着
け 

 
 

 

 
 

 
 

 

る
こ
と 

 
 

 
 

 
 

✓
正
し
い
作
業
服
装
の
着
用 

 
 

 
 

 
 

✓
作
業
手
順
の
励
行 

 
 

 
 

 
 

✓
４S
・
５S
の
励
行 

 
 

 
 

 
 

✓
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
活
動 

 
 

 
 

 
 

✓
危
険
予
知
訓
練 

 
 

 
 

 
 

✓
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト 

 
 

 
 

 
 

✓
危
険
の
見
え
る
化 

 
 

 
 

 
 

✓
安
全
な
作
業
の
基
本 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
各
種
災
害
防
止
対
策
） 

 
 

 
 

④
異
常
事
態
発
生
時
や
労
働
災
害 

 
 

 
 

 

発
生
時
の
対
応
を
理
解
す
る 

  



 

  

 

 

 

事
業
者
の
取
組
み
の
ポ
イ
ン
ト 

 

・
機
能
安
全
の
推
進
に
よ
り
機
械
等
の
安
全
水
準
の
向
上 

 

・
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
実
施
結
果
に
基
づ
く
代
替
措 

 
 

置
等
に
よ
る
安
全
対
策
の
推
進 

 

な
ど 

  
 

 
 

 

 

４
月
末
現
在
に
お
け
る
松
阪
労
働
基
準
監
督
署
管
内
の
休

業
４
日
以
上
の
死
傷
者
数
は
54
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

業
種
別
で
は
、
製
造
業
が
22
人
と
約
４
割
を
占
め
て
お

り
、
前
年
同
期
よ
り
４
人
（
増
加
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、

運
輸
交
通
・
貨
物
取
扱
業
で
10
人
と
、
前
年
同
期
よ
り
３
人

増
加
し
て
い
ま
す
。 

 

事
故
の
型
別
で
は
、
「
は
さ
ま
れ
、
巻
き
込
ま
れ
」
が
16

人
、
次
い
で
「
墜
落
・
転
落
」
が
14
人
と
な
っ
て
お
り
、「
転

倒
」
が
13
人
と
続
き
ま
す
。 

 

従
来
か
ら
の
課
題
で
あ
る
製
造
業
に
お
け
る
「
は
さ
ま
れ
、

巻
き
込
ま
れ
」
災
害
の
ほ
か
、
階
段
や
乗
り
物
か
ら
足
を
踏

み
外
す
等
に
よ
る
「
墜
落
・
転
落
」
、
つ
ま
ず
き
等
に
よ
る
「
転

倒
」
と
い
っ
た
労
働
者
の
作
業
行
動
に
起
因
す
る
災
害
が
増

え
て
き
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
は
、
本
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
新
た
な
５
か
年
計
画

で
あ
る
「
第
14
次
労
働
災
害
防
止
計
画
」
に
お
い
て
も
、
重

点
事
項
と
し
て
労
働
災
害
防
止
対
策
の
推
進
が
う
た
わ
れ
て

い
る
事
項
に
な
る
た
め
、
重
点
的
な
対
策
が
必
要
で
す
。 

   

注 

公
表
の
数
値
は
す
べ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
り
患
に
よ
る

も
の
を
除
外
し
て
い
ま
す
。 

災
害
速
報
（
令
和
５
年
４
月
末
） 

 

機
械
へ
の
「
は
さ
ま
れ
、
巻
き
込
ま
れ
」 

 

災
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。 

  

7
25

44 54

7 25

52
68

82

109

131
142

163

195 222

244 258 265
273

0

50

100

150

200

250

300

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 翌年

１月

翌年

２月

翌年

３月

松阪＆多気 各月末時点における労働災害発生状況

令和5年 令和4年 アンダー240目安線

アンダー２４０

機械の清掃中に手を巻き込まれる 

危険がある 

 

 

 

 

⇒（対策例）カバーを閉じなければ 

作動しないインターロックガード式 

にした 

 
 

事
業
者
の
取
組
み
の
ポ
イ
ン
ト 

 

・
転
倒
し
に
く
い
環
境
づ
く
り
（
整
理
整
頓
な
ど
） 

 

・
転
倒
等
リ
ス
ク
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施 

 

・
運
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
導
入 

 

な
ど 

 

第 14 次労働災害防止計画で

は、機械災害における死傷者

数を５％以上減少させるこ

とを目標としています 

転倒災害防止チェックリスト 
①通路、階段、出⼝に物を放置してい
ませんか 

②床の水たまりや氷、油、粉類などは
放置せず、その都度取り除いてい
ますか 

③通路や階段を安全に移動できるよ
うに⼗分な明るさ（照度）が確保さ
れていますか 

④靴は、すべりにくくちょうど良い
サイズのものを選んでいますか 

⑤転倒しやすい場所の危険マップを
作成し、周知していますか 

⑥段差のある箇所や滑りやすい場所
などに、注意を促す標識をつけて
いますか 

⑦ポケットに手を入れたまま歩くこ
とを禁止していますか 

⑧ストレッチや転倒予防のための運
動を取り入れていますか 

⑨転倒を予防するための教育を⾏っ
ていますか 


